
順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 保健所保健総務課

課の使命
○市民が安全で健康的な暮らしが出来るよう支援します。
○保健所の総務担当課として、所内の業務が円滑に遂行されるよう連絡調整します。また、他部署、他機関との連携が安定的に実施されるよう調整します。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

・市災害医療コーディネーター及

び、市災害薬事コーディネーター※

と医療救護活動訓練の内容を検討
し、実施案を作成しました。

・実施案について、医師会等の訓
練参加機関、市災害医療コーディ
ネーター、市災害薬事コーディ
ネーター、防災課と訓練内容の確
認を行い、意見を集約しました。

・東京都が新たに設置した「災害時
要配慮者医療提供部会」に参画
し、要配慮者に対する医療提供体
制について検討を開始しました。

※大規模災害時に医学的、薬事的
助言及び調整を行うため、市が任
命している医師、薬剤師

・10月に医療救護活動
訓練を実施し、緊急医療
救護所におけるそれぞ
れの役割を確認すると共
に、対応能力の向上を
図ります。

・訓練の振り返りを行い、
対策部マニュアルの更
新と災害医療関係者連
絡会での医療救護体制
の検討を行います。

・災害時要配慮者医療
提供部会における、要配
慮者への医療提供体制
の検討を進めます。

・10月に医療救護活動訓練を医師会等と実動
訓練形式で実施しました。訓練実施にあたり、
災害時の市の医療提供体制や関係機関の活
動内容について、救護統括班員と関係機関
（市医師会、歯科医師会・薬剤師会・柔道整
復師会）に研修を行いました。

・実践的な訓練を通して、災害拠点連携病院
前に設置する緊急医療救護所の立ち上げ、
傷病者のトリアージや処置、処方等について
関係機関と連携方法を学びました。また、災
害医療関係者連絡会にて、訓練の振り返りを
行い、対応能力の向上を図りました。さらに、
対策部マニュアルの内容を更新しました。

・「災害時要配慮者医療提供部会」において、
要配慮者の医療提供体制について検討し、
関係部署との連携を強化しました。

1回1回 ○ B

B:目標を
達成した
ことに加
え、災害
時要配
慮者医
療提供
体制に
ついて、
関係機
関・部署
と検討を
進め、連
携を強化
したため
です。

人事異動等により、
担当職員の入れ替
わりがあるため、引
き続き救護統括班
の活動内容につい
て研修し、訓練を行
い、対応能力を維
持・向上していく必
要があります。

2

個
別
計
画

上手な医療の
かかり方の普
及啓発

市民と医療機関との良好な関係づくり等に関する
情報を、社会状況に応じて提供方法を工夫し発信
します。
また、関心の高い事項を注視しつつ、有用な情報
を効果的に提供します。

普及啓発の回数 5回 ○

・みんなの健康だより夏号に「上手
な医療のかかり方」と題し、かかりつ
け医をもつことの重要性や医師との
コミュニケーションの取り方につい
て掲載し、市民生活連絡会でも周
知しました。

・11月には、医療安全推
進週間にあわせて、医療
安全に関する情報をSNS
で発信及び、市庁舎ライ
トアップを行います。ま
た、医療従事者に向け、

ペイシェントハラスメント
※

に関する講習会を実施
し、周知のためポスター
の作成・配布をします。

・12月にみんなの医療
（冊子）を発行し、SNSで
周知をします。

・3月に発行する、みんな
の健康だより春号では、
医療安全に関する記事
を掲載します。

※患者やその家族から
の医療従事者に対する
迷惑行為

普及啓発を上半期に1回、下半期に4回、合
計5回実施しました。下半期の取組は以下のと
おりです。

・11月の医療安全推進週間にあわせて、医療
安全に関する情報をSNSで発信し、市庁舎ラ
イトアップを行いました。

・1月～2月にペイシェント・ハラスメントについ
ての講習会の動画配信を実施し、市内の医
療安全の資質向上に寄与しました。

・2月に医療冊子（みんなの医療）の発行を行
いました。

・3月に医療機関検索についてSNS発信による
周知を行い、医療安全に関する有用な情報を
提供しました。

5回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

今後も社会状況に
応じて内容や対象・
方法を検討しながら
医療安全に関する
情報を提供します。

1

個
別
計
画

災害時医療救
護体制の整備

発災時に急増する傷病者に対して、医療供給体制
を迅速に構築する必要があるため、災害医療にか
かわる関係機関と訓練を実施し、市全体の対応能
力の向上を図ります。

医療救護活動訓練の回
数



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

3

事
務
事
業
見
直
し

医療従事者免
許申請のオン
ライン化の推
進

国が今年度行う予定である医療従事者免許申請
（年間約480件）のオンライン化により、市民サービ
スの向上及び業務量の削減を図ります。

周知の回数 2回 ○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

国の動向を随時確
認し、必要な情報を
適切な時期に漏れ
なく周知できるよう
に準備を進めま
す。

4

人
材
育
成

「チームワーク
志向」

課内研修を実施することで、課や係で業務知識を
円滑に継承し、各業務への理解を深め、業務を効
率化します。また、相互理解を深めることにより、
様々な専門職の専門知識や経験を活用した業務
の促進を図ります。

課内研修の実施回数 4回 ○

・4月に保健所の職員のうち、新規
採用職員および異動職員を対象
に、保健所業務に関する研修を実
施し、保健所の使命や役割、各自
の担当業務について理解を深めま
した。

・7月に専門性の高い、医務・薬務
や医療安全支援センター等の業務
に焦点を当てた、業務に関するe
ラーニング研修を課内にて実施し、
担当間の相互理解を促進しまし
た。

・災害医療業務と健康危
機管理業務に関する研
修を実施し、最新の知識
を学ぶことで、有事にお
ける課全体の対応力向
上を図ります。

研修について、上半期・下半期に2回ずつ、
合計4回実施しました。下半期の取組は以下
のとおりです。

・災害医療業務について、11月に、医療救護
活動訓練実施に合わせ、救護統括班の活動
に関するeラーニング研修を実施しました。ま
た、研修対象を救護統括班を構成する保健
総務課、健康推進課、保険年金課の職員とす
ることで、災害時の役割について、部内外に
おける共通理解を深めました。

・健康危機管理業務について、1月に、保健
所職員を対象に、町田市感染症予防計画・健
康危機対処計画に関するeラーニングを実施
し、感染症発生時の各課の役割を再確認しま
した。

4回 B

B:目標を
達成した
ことに加
え、関連
部署と連
携し実施
したこと
により組
織の共
通認識
が深まり
ました。

係間の相互理解及
び業務知識継承の
ため、次年度以降
も継続して課内研
修を続ける必要が
あります。

・国の医療従事者免許申請システ
ム（国家資格等情報連携・活用シス
テム）の稼働開始が2026年度以降
に変更されたため、今後に備えて、
システムの構築状況の確認や稼働
に際して必要な情報の収集を行い
ました。

・引き続き、国家資格等
情報連携・活用システム
の情報収集を行い、医
療従事者免許申請オン
ライン化の準備を進めま
す。また、医療従事者免
許の新規申請時期にあ
わせて、申請者への情
報提供も適宜行います。

・2026年度以降に変更された国の医療従事
者免許申請システムの稼働開始時期や、当
該時点での最新情報について、10月及び新
規免許申請時期の3月に市ホームページで周
知しました。

2回



順
位

進
捗
状
況

評
価

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

更なる自殺死亡率
の減少に向け、各
種自殺対策事業を
着実に実施していく
とともに、近年の自
殺の傾向等を分析
し、効果的な自殺
対策につなげてい
きます。

1

重
点
事
業
プ
ラ
ン

自殺対策の推
進

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を
目指して、「まちだ健康づくり推進プラン24-31」の
施策の方向性に基づき、各取り組みを実施してい
きます。

普及啓発の実施回数

計画
類型

・生きづらさに関する単語をイン
ターネットで検索した際に、「特設
サイト」または「悩みの相談先一覧」
を表示するとともに、SNSを活用した
相談も行う通年事業を通じ、相談す
る窓口があることやその方法を周知
しています。

・7月1日発行の「みんなの健康だよ
り夏号」に、ゲートキーパーとして期
待される行動や相談先の一覧等の
記事を掲載しました。

・7月に、「「悩み」の相談先一覧」を
17,000部作成し、市の施設や医療
機関、薬局、教育機関等へ配付し
ました。

・9月の東京都の自殺対策強化月
間に合わせた普及啓発キャンペー
ンとして、市内各駅やバス車内、医
療機関、薬局等でポスター等の掲
示・設置を行いました。また、9月１
日に、総合相談会を開催しました。

・9月26日と9月29日に、市民と地域
ネットワークを主な対象としたゲート
キーパー養成講座を実施しました。

・9月に、メール・LINE配信で、ゲー
トキーパー養成講座のYouTube動
画を周知しました。

・3月の東京都の自殺対
策強化月間に合わせ
て、市内の専門学校の
学生がデザインしたポス
ター等を活用して、自殺
対策普及啓発キャン
ペーンを実施します。

・ゲートキーパー養成講
座を4回実施します。（庁
内職員向け1回、教職員
向け1回、専門職兼フォ
ローアップ向け2回）

上半期の状況に加え、以下の取り組みを行
い、計12回の普及啓発を実施しました。

・3月の東京都の自殺対策強化月間に合わせ
た普及啓発キャンペーンとして、市内各駅や
バス車内、医療機関、薬局等でポスター等の
掲示・設置を行うことに加えて、総合相談会を
開催しました。（3月23日）

・ゲートキーパー養成講座を4回実施しまし
た。
　12月2日教職員向け
　2月～3月職員向け（オンライン）
　3月16日専門職向け①
　3月25日専門職向け②

12回12回 ○

部課名 保健所健康推進課

課の使命 市民一人一人が、健やかで自立した生活を送れる様に、健康づくりの取り組みを推進し、安心して過ごせる為の支援を充実させます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

2 -
熱中症対策の
推進

熱中症による健康被害を防ぐため、市民への熱中
症予防に関する普及啓発を行います。
また、庁内横断的に熱中症対策を推進するため、
庁内での情報共有を行います。

普及啓発の実施回数 10回 ○

・4月から9月までの期間、わくわくワ
クチンプラスのトップページと町田
市子育てサイトに、熱中症の注意
喚起を行う画像等を掲載しました。

・6月から9月までの期間、市ホーム
ページ（ブランディングエリア）に熱
中症の注意喚起を行う画像を掲載
しました。

・5月から8月までの各月に、広報ま
ちだで熱中症を防ぐポイントや熱中
症警戒アラートの理解を促す情報
等を掲載しました。

・5月から9月までの各月に、健康情
報に関するメール・LINE配信で熱
中症を防ぐポイントや熱中症警戒ア
ラートの理解を促す情報等を周知
しました。

・5月から9月まで、市庁舎1階の施
設案内モニターに熱中症予防のポ
イントを掲載しました。

・6月に、市庁舎7階の掲示板に熱
中症予防を呼びかけるポスターの
掲示を実施しました。

・健康づくりに向けた包括的連携協
定企業と協力し、ア～エのとおり普
及啓発を実施しました。
ア 大塚製薬・生命保険会社
　チラシ・ポスターの作成及び配布
イ 伊藤園
　自動販売機へのポスター掲示
ウ 丸井グループ
　デジタルサイネージにスライドを
掲出（5月及び8月）
エ 花王・FC町田ゼルビア
　8月16日のホームゲームでの暑さ
対策ブース出展

・介護保険課と連携し、介護保険料
納付通知書の封筒を活用して、熱
中症への注意喚起を行いました。

・市のホームページに掲載している
熱中症対策関連の情報を最新のも
のに更新しました。

・これらの取り組みのほか、庁内関
係部署で構成する熱中症対策推
進部会を開催し、新たな熱中症対
策の取組として、常時利用できる休
憩場所であるTOKYOクールシェア
スポットの登録を行うこととしました。
また、7月と8月には、市ホームペー
ジで、TOKYOクールシェアスポット
の登録施設情報を更新しました。

・熱中症警戒アラート等
発表期間である10月ま
で、引き続き熱中症予防
の普及啓発を実施しま
す。

上半期の状況に加え、以下の取り組みを行
い、計12回の普及啓発を実施しました。

・10月には、町田市におけるＴＯＫＹＯクール
シェアスポットとして、民間施設を含む全53施
設の一覧を市ホームページで掲載しました。
また、次年度以降、民間施設の登録数を更に
増やすことができるよう、TOKYOクールシェア
スポットの登録方法や要件等を市ホームペー
ジに追加しました。

・なお、町田市は、ＴＯＫＹＯクールシェアス
ポットの登録施設数が都内市部で2番目に多
い自治体となりました。また、町田市の民間企
業と連携した熱中症対策の取り組みは、2026
年1月に開催された、八王子市、町田市、日
野市、多摩市、稲城市で働く保健・医療・福祉
関係者が集まる「南多摩保健医療圏地域保
健医療福祉フォーラム」において、高い評価
をいただきました。

11回 B

B:目標水
準を達成
するとと
もに、町
田市の
熱中症
対策が
東京都
や近隣
自治体
等から高
い評価を
いただい
たためで
す。

・高齢者や子ども等
に関する施策を所
管する部署と連携
し、熱中症予防に
関する情報が届き
やすくなるよう、体
制の強化に努めま
す。
・加えて、TOKYO
クールシェアスポッ
ト登録施設の増加
を目指します。



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

・様々な機会を捉え
ながら、がんに関す
る正しい情報を伝
え、定期的にがん
検診を受診すること
の大切さを発信して
いきます。
・また、民間連携を
含めた多様な啓発
手段を用いること
で、受診のきっかけ
を提供できるよう努
めていきます。
・これらを通じ、がん
検診の受診率向上
に努めていきます。

･4月に、市内大学9校へ子宮頸が
ん検診受診勧奨冊子の配布をしま
した。

・6月25日に、乳がん・子宮頸がん
検診と子宮頸がん検診の対象者へ
受診勧奨のはがきを送付しました。

・7月に、LINE配信で、がん検診開
始を周知しました。また、健康づくり
に向けた包括的連携協定を締結し
た町田マルイと連携し、ペデストリア
ンデッキ上のデジタルサイネージを
活用して、がん検診開始を周知しま
した。

・7月16日に、大腸がんと肺がん検
診の対象者へ受診勧奨のはがきを
送付しました。

・9月に、町田商工会議所が発行す
る情報誌の折り込みチラシで働く世
代に向けたがん検診の受診勧奨を
行いました。

・9月のがん征圧月間に合わせ、広
報まちだでがん検診の受診勧奨の
記事を掲載したほか、市庁舎にお
ける懸垂幕の掲示やライトアップを
通じた普及啓発を実施しました。

・これらの取り組みのほか、7月1日
発行の「みんなの健康だより夏号」
に、がんのリスクを減らす健康習慣
と、がん検診受診の重要性に関す
る記事を掲載しました。

・また、9月27日に、FC町田ゼルビ
アホームゲーム開催に合わせて
ブースを出展し、FC町田ゼルビア
特製リストバンドの配布等を通じ
て、ブレスト・アウェアネスや乳がん
検診に関する普及啓発を実施しま
した。

・10月のピンクリボン月間
にあわせ、市庁舎イベン
トスタジオにおいて乳が
んに関する正しい知識
や検診の受診勧奨を行
うほか、市庁舎における
懸垂幕の掲示やライト
アップなどを通じた普及
啓発を実施します。

・11月に、大腸がん検診
の普及啓発イベントを実
施します。

・3月の女性の健康週間
にあわせ、LINE配信によ
り乳がん・子宮頸がん検
診について受診勧奨を
実施するとともに、市庁
舎イベントスタジオや図
書館における特設コー
ナーの設置を通じた普
及啓発を行います。

上半期の状況に加え、以下の取り組みを行
い、計12回の普及啓発を実施しました。

・10月のピンクリボン月間にあわせ、市庁舎イ
ベントスタジオにおいて、乳がんに関する正し
い知識や検診の重要性を啓発するブースを
出展したほか、ピンクリボン月間を周知する懸
垂幕の掲示やライトアップなどを実施しまし
た。

・11月に、東京都主催のイベント「Tokyo健康
ウオーク2025」において、大腸がん検診の重
要性を啓発するブースを出展しました。

・3月の女性の健康週間にあわせ、LINE配信
により乳がん・子宮頸がん検診について受診
勧奨を実施するとともに、市庁舎イベントスタ
ジオや図書館において特設コーナーを設置
しました。

・3月29日には、若者への普及啓発を強化す
るため、若者による実行委員会が企画運営す
る「まちだ若者大大大作戦～WAKU WAKU
～」において、子宮頸がん検診に関する正し
い知識や検診の重要性を啓発するブースを
出展しました。

12回3

個
別
計
画

がん予防対策
の推進

市民に対して効果的ながん検診の受診勧奨を検
討・実施し、国の推奨しているがん検診の受診率向
上に努めます。

市民への普及啓発の実
施回数

※他の目標と記載を合
わせるために修正いたし
ました。

9回 ○



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

5

事
務
事
業
見
直
し

健康情報発信
の拡充

保健所情報誌「みんなの健康だより」を発行しま
す。
また、新たな健康情報発信の手法について調査・
検討します。

市民への健康情報の普
及啓発の実施回数

※他の目標と記載を合
わせるために修正いたし
ました。

3回 ○

・7月1日に保健所情報誌「みんな
の健康だより」を計9万6千部発行
し、新聞折込や市内各所への配架
による配布を行いました。また、
PDF版の「みんなの健康だより」を
市ホームページに掲載しました。

・「みんなの健康だより夏号」を、民
間事業者が提供する電子書籍サー
ビスである「カタログポケット」でも、
ご覧いただくことができるようにしま
した。

・近年の新聞折り込み対象件数の
減少を踏まえた新しい健康情報発
信の手法を検討しました。

4

人
材
育
成

「チームワーク
志向」

健康推進課への異動者に対し各事業の概要説明
を行うことで、課内の業務内容への理解を深めま
す。
また、各事業における課題を整理し、課題解決の
方向性を検討する内容の研修を通じ、職員一人ひ
とりが課の課題を正しく理解し、解決に向けて主体
的に取り組むことができるように努め、課全体の課
題解決力の底上げを図ります。

課内研修実施回数 3回 ○

・7月8日に異動者を対象として、各
係の事業内容説明、及び課内の課
題などについての研修会を開催す
るとともに、「係を超えてどんな連
携・協力ができるか」をテーマとした
意見交換を行うことでチームワーク
の醸成を図りました。

・1月までに、各係の事業
内容理解を深めるため
の課内研修（eラーニン
グ）を実施します。

・3月までに、次年度に向
けて係を超えた連携・協
力に関する具体的な取り
組みを決定します。

　上半期の状況に加え、以下の取り組みを行
い、計3回の課内研修を実施しました。

・各係が実施するイベントへの協力や普及啓
発資材の協働企画等、2025年度に係を超え
て連携・協力した事業内容などを再確認する
ための課内研修（eラーニング）を実施しまし
た。

・次年度に向けた更なる取り組みを創発・共有
するための意見交換会を実施しました。

3回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

課内研修の実施回
数のみを指標とす
るのではなく、両係
で協力して行う取組
を増やし、組織力の
向上に努めていき
ます。

B

B:目標水
準を達成
するとと
もに、発
信力の
高い方
法で、健
康情報を
届けるこ
とができ
るように
なったた
めです。

新聞折込数の減少
が進む中、多くの市
民に健康情報が届
けられるよう、今後
も情報発信の方法
を工夫していきま
す。

・11月の健康づくり月間
で市内関連団体が開催
する健康づくりに役立つ
イベントの情報をまとめ
た「みんなの健康だより
特別号」を10月15日に発
行します。

・新しい健康情報の発信
手法として、短い時間で
手軽に健康情報を入手
できるよう、過去の健康
だより掲載記事を再編集
したデータをメール・
LINE配信等でお届けす
る取り組みを、12月以降
に実施します。

　上半期の状況に加え、以下の取り組みを行
い、計5回の普及啓発を実施しました。

・11月の健康づくり月間では、市内17の関連
団体が開催するイベントの情報をまとめた「み
んなの健康だより特別号」を、10月15日に計9
万6千部発行しました。

・短い時間で手軽に入手できる健康情報の新
たな発信手法として、メール・LINE配信やイン
ターネット広告等を活用したデジタル版の健
康だより「みんなの健康だよりミニっつ」を作成
し、12月と3月に発行しました。

・なお、12月に発行した「みんなの健康だよりミ
ニっつ」では、配信期間中に、80,000回を超え
る広告が表示され、そのうち約1,500回閲覧い
ただくことができました。

5回



順
位

進
捗
状
況

評
価

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

感染症発生に備
え、次年度も継続し
て研修及び訓練を
実施していきます。
また、より効果的な
研修及び訓練が実
施できるよう、内容
について工夫をし
ていきます。

2

個
別
計
画

こころの健康
づくり（ひきこも
りを含む）に関
する普及啓発

精神疾患やひきこもりなどへの正しい理解や地域
での見守り、必要な相談につながるための普及啓
発を行います。

普及啓発の実施回数
7回以上を維
持

○

上半期は3回の普及啓発を実施し
ました。

・みんなの健康だよりにおいて、ここ
ろの健康と相談窓口について周知
しました。

・心のサポーター養成研修（市民対
象の健康教育）を実施し、48名が参
加しました。

・関係機関を対象に保健所の精神
保健業務についての講義を実施し
ました。

上半期と合わせ計7回の
実施を予定しています。

・大塚製薬と共催で、地
域支援者向け講演会を
実施します。

・普及啓発物品の作成と
配布を行います。

・10月10日の世界メンタ
ルヘルスデーに合わせ
て、町田マルイのデジタ
ルサイネージに、こころ
の相談先を掲示します。

・10月10日の世界メンタ
ルヘルスデーに合わせ
て、市庁舎をライトアップ
します。

8件(下半期実施5件）の普及啓発を実施しまし
た。
・みんなの健康だよりにおいて、こころの健康
と相談窓口について周知しました。

・心のサポーター養成研修（市民対象の健康
教育）を実施し、48名が参加しました。

・関係機関を対象に保健所の精神保健業務
についての講義を実施しました。

・大塚製薬と共催で、地域支援者向け講演会
を実施し、69名が参加しました。

・こころの相談ポスターの作成と配布を行い、
相談窓口を周知しました。

・10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わ
せて、町田マルイのデジタルサイネージに、こ
ころの相談窓口を掲示しました。

・10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わ
せて、市庁舎をライトアップしました。

・ホームページの内容を整理し、こころの相談
窓口が分かりやすい表示にしました。

8回 C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

市民対象の普及啓
発では、啓発媒体
や開催方法等によ
り、参加者や関心を
持つ方の年齢層が
偏る傾向があるた
め、幅広い年齢層
にアプローチできる
ように、手法や内容
の検討を行いま
す。

1

人
材
育
成

「目的志向」

感染症発生に備え迅速かつ適切に対応できるよ
う、保健予防課職員及び他課の保健師の育成を図
り、研修及び訓練の実施により、感染拡大時の対
応力を強化します。

①研修及び訓練の実施
回数

②研修及び訓練 感染症
対策基礎研修の受講率

※感染症対策基礎研修
のみの受講率だと分かる
ようにするため、修正しま
した。

計画
類型

①2回
全庁の職員を対象に感染症予防
対策研修（N95マスクのフィットテス
ト、防護服着脱訓練）を1回、保健
所の職員及び他部署の保健師を
対象に感染症対策基礎研修（動画
視聴及び確認テスト）を1回実施し
ました。
感染症予防対策研修に関しては、
実施会場を増やしたことで、市庁舎
に勤務する職員の受講率増加に繋
がりました。

②98％
保健予防課職員及び他課の保健
師の感染症対策基礎研修における
受講率は98％でした。
動画で研修を受講できるようにした
ことで、勤務場所や時間にとらわれ
ず研修の受講が出来たため、高い
受講率に繋がりました。

①防護服着脱訓練を1回
予定しているほか、嘔吐
物処理訓練を1回計画し
ています。

②未受講者へ受講勧奨
をしていきます。
また、今年度の実施内容
を分析して、次年度の研
修内容について検討し
ていきます。

①感染症発生時に備えた研修及び訓練は、
上半期に2回、下半期に2回実施し、当初の目
標であった4回を達成しました。

②感染症対策基礎研修（動画視聴及び確認
テスト）を実施し、保健予防課及び他課の保
健師の研修対象者は93名でした。未受講者
に対し、受講勧奨を実施したことで、受講率
100%を達成しました。

①4回

②100%

①4回

②70%
○

部課名 保健所保健予防課

課の使命 市民一人ひとりが健やかで安心して過ごせるための支援を充実させます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応



順
位

進
捗
状
況

評
価

計画
類型

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応

①②国の動向を注視し、
遅滞なく導入が行えるよ
う準備を進めていきま
す。また、2027年度以
降、制度を始める前に
は、適切な期間を設けて
市民向けの周知を行い
ます。

①②国が実施する予防接種のデジタル化の
説明会に7回参加しました。また、2028年度の
事業開始に向けて、複数のシステム提供事業
者と、情報共有や機能比較を行いました。但
し、予防接種のデジタル化に必要な機能の適
合基準日が2028年4月1日に延長されたことに
伴い、事業開始が2028年度に変わることか
ら、市民向けの周知については2027年度以
降に延期いたします。

①7回

②－
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

2028年度の事業開
始に向けて、関連
団体との協議や情
報共有を進め、市
民向けの周知につ
いても準備を行って
まいります。

6

事
務
事
業
見
直
し

事務業務の効
率化

2026年度の予防接種デジタル化全国展開に向け
て、国や関連団体等と協議、情報共有を行い、円
滑な移行を進めます。あわせて、市民向けの周知
を開始します。

①国・関連団体等との協
議会等への参加回数

②市民向けの周知件数

①5回

②1件
―

①5回

②－

国が実施する予防接種のデジタル
化の説明会に5回参加しました。但
し、予防接種のデジタル化に必要
な機能の適合基準日が2028年4月
1日に延長されたことに伴い、事業
開始が2028年度に変わることから、
市民向けの周知については2027年
度以降に延期いたします。

5 -
わくわくワクチ
ンプラスの利
用促進

予防接種の通知物やホームページを利用して、わ
くわくワクチンプラス（予防接種スケジュール管理ア
プリ）についての周知・利用促進を行います。

2025年度出生数に対す
るわくわくワクチンプラス
（Web版、アプリ合計）新
規登録件数の割合

8割 ○

新規登録件数の割合：82.8%
2025年4月～9月出生数：1,094人
2025年度新規登録件数：906人

ホームページ等での周知のほか、
母子健康手帳交付時に対面での
サービス案内を行う等、積極的な周
知に取り組みながら利用促進を図り
ました。

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

災害の発生に備
え、本人・家族や地
域関係者が発災時
に取るべき行動や
平時からの準備を
より具体的にできる
よう、今後も継続し
て災害時個別支援
計画の策定と災害
訓練を実施してい
きます。

4

個
別
計
画

分野を横断し
た食育推進

講演会の開催や農業体験の実施、SNSによる情報
発信等、市民や関係団体と連携しつつ、事業を
行っています。引き続き、食育とは直接関係の無い
分野とも連携し、庁内各課や関係団体がより一体と
なった事業展開を目指します。

分野を横断した食育推
進事業数

1件（2023年度
からの延べ5
件）

○
JA町田市及びFC町田ゼルビア、保
健給食課と連携し、食体験事業を
実施するための調整を行いました。

12月に小学生の親子を
対象に、食体験事業を
実施します。内容は以下
の予定です。

・JA町田市の職員による
農業体験指導

・保健給食課職員による
小学校給食や家庭での
食育についての講話

・保健所職員と町田市食
育ボランティアによる市
内小学校給食で提供し
た「ゼルビア給食」の調
理実習

・12月に小学生の親子を対象に食体験事業
を実施し、10組24名の参加がありました。

・JA町田市職員による専門的な立場からの農
業体験指導や保健給食課職員による小学校
給食や家庭での食育についての講話を行うこ
とで、保健所職員だけでは伝えることが難しい
地産地消や学校給食への理解を深めることが
できました。

・参加者アンケートでは全員が農業体験と調
理実習に満足と回答し、他機関と連携して実
施したことで満足度の高い充実した取組がで
きました。

1件（2023年度
からの延べ5
件）

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

引き続き、効果的な
食育推進のため
に、庁内各課や関
係団体がより一体と
なった事業展開を
目指します。

実績値　30％　（6名/20名）

在宅人工呼吸器使用難病患者20
名のうち、6名に対しその方々の病
状や生活環境に合わせた災害訓
練を個別に実施しました。4名が実
施に向けて本人家族や関係機関と
調整中です。

訓練未実施の在宅人工
呼吸器使用難病患者に
対し、災害時個別支援
計画の策定を通し、把握
した課題について、本人
家族や関係者と共有しま
す。
また、災害時訓練の実施
を呼び掛けていきます。

実績値　75％　（15名/20名）

在宅人工呼吸器使用難病患者20名のうち、
15名に対しその方々の病状や生活環境に合
わせた災害訓練を個別に実施しました。

75%3

個
別
計
画

難病患者の災
害対応に向け
た体制整備

避難行動要配慮者である在宅人工呼吸器使用難
病患者を対象に、本人・家族や地域関係者と連携
して、災害時個別支援計画を作成します。また発
災時に取るべき行動や平時からの準備をより具体
的にできるよう災害時訓練を実施します。

災害時個別支援計画を
策定している在宅人工
呼吸器使用難病患者
(※)の災害時訓練実施
割合

※年度初めから把握して
おり年度末まで在宅療
養を継続している者

50% ○

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

今後、国が進める
予防接種のデジタ
ル化を見据えて、
多くの子育て世帯
に利用してもらえる
よう、引き続き積極
的な周知と利用促
進に取り組みます。

目標値である新規登録
件数の割合を維持する
ため、引き続き、積極的
な周知に取り組みます。
また、子育てに関する有
益な情報発信機能の活
用を検討し、アプリの更
なる利用促進を図りま
す。

新規登録件数の割合：80.9%
2025年度出生数：2,300人
2025年度新規登録件数：1,860件

ホームページ等での周知のほか、母子健康
手帳交付時に対面でのサービス案内を行う
等、積極的な周知を行いました。また、2026年
度から定期接種となるＲＳウイルス母子免疫ワ
クチンの情報発信を行う等、アプリの更なる利
用促進を図りました。

8割



順
位

進
捗
状
況

評
価

部課名 保健所保健予防課　母子保健担当

課の使命 市民一人ひとりが健やかで安心して過ごせるための支援を充実させます。

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

・鶴川保健センターで先行して実施
していたデジタル健診の流れを整
理した健診マニュアルを作成しまし
た。マニュアルをもとに、今後健診
に従事する職員を対象に研修を行
いました。

・9月から新たに、忠生保健セン
ターでデジタル健診の実証事業を
開始しました。

・3歳児健診など、歯科健診のデジ
タル健診の実証事業を行っている
自治体（東村山市）へ視察を行いま
した。

・健診会場を拡大して実
証事業を継続実施する
予定です。

・デジタル健診の全国展
開に向けて、3～4か月児
健診以外の健診への拡
大を検討します。

・健診に従事する職員で健診毎にフィード
バックを行い、国やシステムベンダーに改善
要望を伝えると共に、マニュアルを随時更新し
ました。

・マニュアルを活用して鶴川保健センター、忠
生保健センター、健康福祉会館の3会場で実
施し、健診会場の拡大を図りました。

・医師会や歯科医師会と、他健診への拡大に
向けて協議を行いました。

3会場3会場 ○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

デジタル健診の全
国展開を見据え、3
～4か月健診の他
会場での実施や、
他健診への拡大を
引き続き検討してい
きます。

2

個
別
計
画

妊娠期から子
育て期にわた
る切れ目ない
支援の推進

①妊婦面接やこんにちは赤ちゃん訪問に加え、妊
婦のため支援給付を活用した経済的支援と妊娠8
か月時点でのアンケートと面接を行う妊婦等包括
相談事業を実施し、必要な家庭に支援を行いま
す。

②東京都の専門的な研修を受けた職員が、本人の
強みを引き出しながら支援を行うケンプアセスメント
面接という技法を用いて、妊婦から1歳までの子が
いる家庭対象に実施し、さらに支援を充実させてい
きます。

③産後ケア事業推進のため、妊婦面接やプレパパ
ママ学級での周知を行っていきます。

①出生世帯数に対する
面接の実施率

②実施地域の拡大

③産後ケア利用申請数

①85％以上
※「まちだ健
康づくり推進
プラン24-31」
で設定してい
る目標値

②拡大

③899件
※「まちだ健
康づくりプラン
24-31」で設定
している目標
値

◎

①96.6％
・妊婦面接を受けていない妊婦へ
手紙や電話等で積極的勧奨を行っ
た結果、目標値を達成しました。

②専門的な研修を受けた職員がケ
ンプアセスメント面接（東京版）など
特別な手法を用いた妊婦面接を１
地域で開始しました。

③489件（7月末実数）
・妊婦面接やプレパパママ学級で
の周知や市内外の産婦人科病院
等にポスター掲示の依頼を行いま
した。
また、利用しやすいように産後ケア
利用施設を２つ増やしました。

①②妊婦面接を受けて
いない妊婦へ引き続き
手紙や電話で勧奨を続
けていきます。

③妊婦面接やプレパパ
ママ学級での周知を継
続していきます。

①96.9％
・妊産婦への伴走型相談支援（妊婦面接、妊
娠8か月児アンケート・相談、赤ちゃん訪問）と
経済的支援を一体的に実施しつつ、妊婦面
接を受けていない妊婦へ、手紙や電話で面
接勧奨を積極的に行うことで目標を大きく達
成しました。

②専門的な研修を受けた職員がケンプアセス
メント面接（東京版）など特別な手法を用いた
妊婦面接を1地区で（町田地区）で導入するこ
とができ、関係機関との連携強化により妊娠
期からの支援の充実を図りました。さらに来年
度以降の実施地域の拡大のため、専門研修
を受けた職員の数を2人から5人に増やし、支
援の準備をすることができました。

③1,423件
・妊婦面接で周知を徹底するとともに、プレパ
パママ学級で実際の利用者の声を紹介して
の案内をしました。さらに産後ケア事業実施施
設でのポスター掲示により、利用申請者が増
加しました。

①96.9％

②拡大

③1,423件

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

①②引き続き切れ
目ない支援の推進
のため、伴走型相
談支援を続けてい
きます。

③引き続き、必要と
している産婦がより
産後ケアを利用し
やすくなるよう整備
していきます

1

事
務
事
業
見
直
し

事務事業の見
直し

マイナンバーカードを活用した母子保健DX（医療
費助成、予防接種、乳幼児健診等）の2026年度の
全国的な運用開始に先立ち、3～4か月児健診の
実証事業を実施します。
デジタル化した問診票による健診ならではの課題
を整理し、マニュアルの作成や医師・保健師との共
通認識を図るなど、より効率的な健診の実施体制
を確立して、市内3会場での実施を目指します。

問診表をデジタル化した
集団健診の実施



順
位

進
捗
状
況

評
価

年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応
計画
類型

3

個
別
計
画

成人期を対象
とした歯科保
健の普及啓発

①20代前半は26.6％、40代後半は42.8％と歯周病
の割合が増加する20代～40代を対象に、啓発用チ
ラシを作成し、かかりつけ歯科医での定期健診や
予防処置を促進するための普及啓発を行います。

②高齢期の口腔機能維持に資する高齢者歯科口
腔機能健診の受診勧奨及び「口トレ～まちだお口
を元気にするトレーニング」（以下『口トレ』）の普及
啓発を継続実施します。

①成人期を対象とした普
及啓発実施件数

②高齢者歯科口腔機能
健診の受診勧奨及び口
トレの普及啓発実施件数

①7件

②7件
○ C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①引き続き、成人
期を対象とした歯周
病予防の普及啓発
をおこなっていきま
す。

②高齢者歯科口腔
機能健診の受診勧
奨及びオーラルフ
レイル予防の普及
啓発に取り組んで
いきます

4

人
材
育
成

「市民志向」
子育て支援に携わる職員に対して、子ども家庭セ
ンター関連の研修の実施を行います。

①回数

②研修参加人数

①1回

②50人以上
○

①トラウマの理解と基本的対応につ
いての研修を実施しました。（9月）

②より多くの職員に参加していただ
けるよう課を超えて子育て支援に携
わる職員（保健予防課、子ども家庭
支援課、子育て推進課）に対して周
知を行い、研修には70 69人の参加
がありました。※数に誤りがあったた
め

①②研修受講後のアン
ケートを分析し、来年度
の実施内容を検討しま
す。

①9月と2月の2回実施しました。

②2回の研修で100人の参加がありました。2月
の研修では参加しやすい環境を整えるため、
対面とオンラインのハイブリッド形式で実施し
ました。研修受講後のアンケートから、講義内
容が分かりやすく対人援助技術や知識を得る
ことに繋がり、「支援を行う上で自分自身のケ
アや言葉かけを見直すきっかけになった」とい
う意見が多数あり、有意義な研修となった。

①2回

②100人
B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

今後もこども家庭セ
ンター関連の研修
を実施し、市民
サービスの向上に
努めていきます。

①5件
・ペデストリアンデッキでのポスター
掲示、デジタルテロップを用いて歯
科健診受診の周知を行いました（6
月）

・ＦＣ町田ゼルビア　ホームゲーム
での電光掲示を用いて歯科健診受
診の周知を行いました。(6月）

・小学生対象のスポーツイベント
（チャレンジマッスル）にて、お子さ
んと一緒に来場された保護者に、
歯科健診受診やよく噛むこと等の
大切さについて普及啓発を行いま
した。(7月）

・両親学級で、歯周病予防や歯科
健診受診勧奨のチラシを配布しま
した。(8月）

・町田市商工会議所で行われてい
る定期健康診査の会場で歯科健診
受診勧奨のチラシを配布しました。
（8月）

②4件
・高齢者支援課主催の高齢者支援
センター長会議に出席し、自主グ
ループへの口トレの普及を依頼しま
した。(4月）

・高齢者支援センターや、市民セン
ターなど17か所に口トレチラシの配
置を行いました。（4月）

・歯と口の健康週間に市庁舎1階イ
ベントスタジオにてパネル掲示など
で歯科健診普及啓発を行いまし
た。(6月）

・自主グループ(1件）へ口トレを継
続実施していただくための講座を
行いました。(5月）

①2件
ア.Ｘ(旧Twitter）やインス
タグラム、わくわくワクチ
ンプラスなど、ＳＮＳを用
いた歯科健診の受診勧
奨を行います（11月）

イ.町田市の成人イベント
（二十祭まちだ）にブース
参加し、歯科健診に対す
る意識調査や普及啓発
を行います。(1月）

②3件
ア.木曽山崎図書館とコ
ラボし図書館に歯科に関
係する図書を集めたコー
ナーを設けます。(11月3
日から12月1日まで）

イ.市内に6か所ある高齢
者福祉センターふれあ
い館で、口トレを用いた
フレイル予防の講座を行
います(11月）

ウ.自主グループリー
ダーに対して行われる、
いつもの活動にフレイル
予防をちょい足しをお勧
めする（ちょい足し学習
会）にて口トレの普及啓
発を行います。

①歯と口の健康や受診勧奨について、ポス
ター掲示、電光掲示、イベント等において普
及啓発を行いました。さらに、新規で就労世
代に対する、普及啓発や受診勧奨について
アプローチを行うことが出来ました。

下半期実施3件
　ア(11月実施）、イ（1月実施）

【新規】国の「生涯を通じた歯科検診に係るモ
デル事業」を活用した就労世代をターゲットと
した歯周病の簡易スクリーニングを実施する
モデル事業に参加しました。
2歳児歯科健診に来場した保護者を対象に、
歯周病の反応があった198人に対して歯と口
の健康への意識を高めるとともに歯科受診を
促す機会を設けました。（10,11月）

②口腔ケアや口トレの普及啓発のために、地
域の方が集う大学の学園祭に参加するなど、
例年と異なる対象者にアプローチをおこなうこ
とが出来ました。

下半期実施4件
　ア、イ(11月実施）、ウ(2月実施）

【新規】高齢者支援センターとの共同で、口腔
ケアや口トレの普及啓発のために、地域の方
が集う桜美林大学の学園祭に参加し、新たな
アプローチをおこなうことが出来ました。(9月）

①8件

②8件



順
位

進
捗
状
況

評
価

5

人
材
育
成

「チームワーク
志向」

新規採用職員や異動者等に対して、指導員だけで
なく課全体でＯＪＴ（基本的な指導・育成）に取り組
む体制を検討します。
新しく配属された職員のみならず全職員が、課全
体の業務内容を把握し、有事の際などに課内で協
力体制がとれるような仕組みの構築を進めます。

ＯＪＴ（基本的な指導・育
成）に関する仕組みの検
討

実施 ○

新しく配属された職員を中心に意
見を募り、情報を整理しました。ま
た、仕組みの体制について検討を
行いました。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

施設の自主管理を
推進するため、継
続して立入検査及
びレジオネラ属菌
の検査を実施し、適
切な指導を行いま
す。

4

事
務
事
業
見
直
し

仕様の見直し
（回数・頻度・
手法・水準等）

①保健所中町庁舎の管理について、2027年度に
予定されている長期継続契約の更新にあわせ、効
率的で効果的な管理を目指し、施設管理の仕様の
見直しを進めます。

②事務事業見直しの一環として、委託業務内容を
見直しします。また、見直しによって、市民サービス
や業務の効率性への影響が生じないよう、各業務
の運用について検証を行います。

①施設管理の効率化に
向けた情報収集

②見直し・検証を行った
業務数

①実施

②3業務
○

①施設管理の仕様について、業務
の洗い出しを行い、必要性等につ
いて検討を行いました。

②逸走犬の捕獲、負傷動物の収
容、狂犬病予防接種督促発送業務
に関する委託業務の縮小・廃止を
行いました。また、見直しに合わ
せ、マニュアルの更新や広報での
周知等を行いました。

①現仕様を整理するとと
もに、他施設の状況調査
を行います。

②引き続き業務の運用
について検証を行いま
す。

①施設管理に関して類似施設の情報を収集
しました。警備と設備管理の体制の見直しや
清掃内容の見直しなど仕様変更の検討を行
いました。

②逸走犬の捕獲、負傷動物の収容業務につ
いては、市民サービスや業務の効率性に関し
て検証を行った結果、支障はありませんでし
た。狂犬病予防接種督促発送業務について
は、年度間での接種率の比較を行うため、今
年度終了後に検証を行います。

①実施

②3業務
C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

①次の契約更新に
向けて引き続き検
討を行っていきま
す。

②市民サービスや
業務の効率性への
影響について引き
続き検証を行って
いきます。

実績値　25.6％　（10施設/39施設）

・立入検査については、対象39施
設のうち10施設について完了して
おり、衛生管理について指導・助言
を行いました。

・上記対象39施設のうち、水質検査
を行う必要のある浴槽や水槽がある
施設は30施設あり、そのうち20施設
について水質検査を完了し、レジ
オネラ属菌が不検出となることを確
認しました。

引き続き、立入検査につ
いては残り29施設に対し
実施するとともに、水質
検査については残り10
施設に対し実施し、レジ
オネラ属菌が不検出とな
ることを確認します。

・立入検査については、対象39施設について
実施し、衛生管理の徹底について指導・助言
を行いました。

・上記対象39施設のうち、水質検査を行う必
要のある浴槽や水槽がある30施設について
は、レジオネラ属菌が不検出であることを確認
しました。

100%

B

B:当初の
目標を上
回る成果
が上がっ
たためで
す。

引き続き様々な福
祉関係施設等の会
議に出席し、情報
共有と連携を強化
していきます。

2

個
別
計
画

食品等事業者
による自主的
な衛生管理の
推進

食中毒等を防止するため食品関連施設に対し計
画的に監視指導を行い、自主的な衛生管理を推
進します。

町田市食品衛生監視指
導計画に基づく立入検
査実施率

100% ○

・監視指導計画に基づき、施設へ
の立入検査及び営業実態に応じた
衛生指導を行いました。

・計画数に対し、8月末現在で検査
実施率52%を達成しました。

引き続き、監視指導計画
に基づく立入検査を実
施します。

・計画どおりに立入検査を実施し予定件数を
達成しました。

・検査の際には営業実態に応じた衛生管理の
手引書を手交し、その活用方法について詳細
な説明を行いました。

100% C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

自主的な衛生管理
を推進するため監
視指導計画に基づ
く立入検査を継続
します。

1

個
別
計
画

福祉関係機関
等との連携強
化

動物愛護管理
と社会福祉に
おける関係機
関との連携強
化

※具体的な取
組内容に合わ
せ、分かりや
すい文体に修
正しました。

高齢者のペット飼育に関する相談やトラブルにつ
いて、関係機関等と円滑に連携し対応ができるよ
う、福祉関係施設等と動物飼育に関する問題や対
応事例等について情報共有を行います。

関係機関と行った情報
共有の回数

計画
類型

・地域福祉部（生活援護課）やいき
いき生活部（高齢者支援課）等、福
祉関係部署に対し、事業の概要と
目的を説明のうえ、今後の連絡会
等における説明機会の設定と協力
について依頼しました。

・民生児童委員連絡会等での情報
共有を想定した説明機会の確保に
向け、事務局との調整を進めてい
ます。

・福祉関係部署等が集まる研修に
て、動物飼育に関する問題提起を
行い、効果的に関係機関と情報共
有を行うための事前調整を進めまし
た。

調整が整った関係部署
から、随時説明を実施
し、情報共有を図ってい
きます。

・福祉関係施設等（下記1～4）の会議に出席
し、「高齢者・単身世帯とペット」をテーマに考
え方や相談事例について情報共有を行いま
した。併せてペットとの生活に支障が生じるよ
うな事態を把握した際には、当課への迅速な
情報提供を依頼しました。説明後に複数の関
係部署等から相談があり、個別の対応に繋げ
ました。
1 民生児童委員会会長会
2 まちだ福祉〇ごとサポートセンター各担当
者会議
3 生活援護課係長会議
4 高齢者支援センター連絡会

・福祉関係部署等が集まる研修にて、動物飼
育に関する問題提起を行い、動物部門と福祉
部門の連携の意義について認識の共有を図
りました。

4回3回 ○

3

個
別
計
画

公衆浴場等に
おける衛生対
策の推進

公衆浴場・旅館業の入浴施設及びプール運営施
設に立入検査を実施し、設備に応じた適切な衛生
対策を指導します。水質検査を実施してレジオネラ
属菌が不検出となることを確認します。

立入検査実施率 100% ○

部課名 保健所生活衛生課

課の使命
・生活衛生に関する正しい知識や情報を行き渡らせ、市民の安全で健康的な暮らしの創造を支援します。
・生活衛生関係事業者の自主的な衛生管理を推進し、衛生管理が行き届いた安全な生活環境を実現します。
・市民・関係団体の相互理解と協調による動物との共生社会を実現します。

C

C:目標
水準を達
成したた
めです。

OJTを行いながら、
マニュアル等への
わかりやすいアクセ
スの仕方などの改
良を行っていきま
す。

課全体の業務内容が把
握できるよう、収集した情
報を基にマニュアルの整
備を行います。

・OJTの仕組みを検討し、新規採用職員や異
動者等が、課の各業務及び中町庁舎利用の
各種マニュアル等にアクセスしやすいようデー
タ整理の方向性を決定しました。

・各係の業務内容、業務分担表及び庁舎利
用のマニュアル等の情報を収集しました。

実施

実行計画（年度目標）
年度目標設定 中間確認 年度末確認

取組項目 具体的な活動内容 指標 目標値 上半期の状況や評価 下半期の予定 1年間の総括
目標値に
対する
実績値

評価の
視点

課題と対応


